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表記を省略して表示しています。
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市役所ホームページ
 https://www.city.annaka.lg.jp

今月号から、多くの人に読みやすいよう工夫された書体「ユニバーサルデザイン（ＵＤ )フォントを使用しています。

今月の納税と保険料市民課休日窓口
【日　時】　 ５月２日 ・ 16 日 （日）　( 第１ ・ ３日曜日）

　　　　　      午前８時３０分～正午

【場　所】 　　  市民課

【業務内容】 〇住民票の写しの発行

　　　　　　 　 〇戸籍謄本・抄本の発行

　　　　　      〇印鑑証明書の発行

　　　　　      〇その他市民課取り扱いの各種証明書の発行

  ※毎週水曜日は、午後７時まで窓口延長しています。

☆国民年金保険料

　令和３年３月分

　令和３年４月分～令和３年９月分（６か月前納）　

　令和３年４月分～令和４年３月分  （１年前納）

　令和３年４月分～令和５年３月分  （２年前納）

　○４月３０日（金）までに納めてください。

本

本

　本＝本庁舎 松＝松井田庁舎 谷＝谷津庁舎 ク＝碓氷川クリーンセンター ス＝スポーツセンター

『 思いやろう　男女の違い　生かし合い 』
（第 2回安中市男女共同参画標語コンクール最優秀作品）

新婚世帯の新生活を応援「安中市結婚新生活支援補助金」のご案内

　市では、新婚世帯を対象に住居費および引越し費用の一部を補助しています。該当する人は、事前にご

相談ください。

【対象となる世帯】（下記のすべてに該当）

①令和 3 年１月１日から令和 4 年 3 月 31 日までに婚姻届を受理された夫婦が属する世帯

②夫婦の令和 2 年分（4 ～ 5 月に申請する場合は令和元年分）の所得の合計額が 400 万円未満の世帯

　・婚姻を機に離職し、申請時において無職の場合は、当該者の所得は含めないものとします。

　・貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します。

③申請時点において、夫婦の一方が安中市の区域内に所在する当該住宅に居住し、かつ本市の住民基本

　台帳に記録されている者であること。

④夫婦が本市の税などを滞納していないこと。

⑤婚姻日における年齢が夫婦ともに 39 歳以下の世帯（誕生日の前日に年齢が加算されます）

※上記以外にも条件がありますので、市ホームページをご覧ください。

【対象となる費用】

○新規の住宅取得費用

○新規の住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料）

○引越し費用（引越業者または運送業者に支払った費用）

※令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に支出したものに限ります。

【補助金額】1 世帯あたり上限 30 万円

【申請書類・申請方法】

〇申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。

〇申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、本 地域創造課へ持参してください。

【申請期限】令和 4 年 3 月 31 日 ( 木）まで　※要事前相談

【問合せ】　　地域創造課市民協働係（☎内線１０２７）
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令和３年４月１５日号本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

本

令和３年度 市民活動推進事業補助金の対象事業を募集します！
※詳細は安中市ホームページをご覧いただくか、地域創造課までお問合せください。

地域の活性化または地域の課題の解決を目的とする市民活動に対して補助金を交付します。

〇補助金の交付対象条件および募集期間は以下のとおりです。

【補助対象者（以下の７項目すべて満たす団体）】

（１）団体の構成員の数が５人以上であること。

（２）団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、または在勤していること。

（３）市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動の場が市内であること。

（４）宗教活動、政治活動または選挙活動を目的としていないこと。

（５）安中市暴力団排除条例（平成２４年安中市条例第２６号）第２条第１号に規定する暴力

   団でないこと。  

（６）団体の構成員に安中市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等がいないこと。

（７）団体の代表者が成人であること。

【補助対象事業】 以下の３項目すべて満たしていて、 新しく取り組む事業に対し、補助金を交付します。

（１）自主性および自立性に基づく公益的活動であること。

（２）継続性および発展性があること。

（３）市民の誰もが参加することができること。

※ただし、上記の要件を満たしていても対象外となる事業がありますので、詳しくは直接お問い合わせください。

【補助金額】

               １回目  最大２０万円

   ２回目  最大１５万円

   ３回目  最大１０万円

※補助金の交付は、同一の年度内において１回のみとし、同一の事業に対し３回を限度とします。

【募集期間】令和３年５月１１日（火）午後５時まで

申請希望団体は、「事業計画書」の提出をお願いします。様式は市ホームページからダウンロードできます。

【その他】

（１）応募の際は必ず、「市民活動推進事業補助金交付要綱」をご確認の上、申請してください。

（２）申請団体には、審査会でプレゼンテーションをしていただく場合があります。

３年間で最大４５万円！ 

過去の対象事業
• 松井田城址保存事業（2017～）

• 安中市における市民活動立ち上げ支援事業（2017～）

• 親子多文化交流 in安中,Japan（2017～）

• 粉食文化の歴史をつなぐ「蘇る手動製麺機展」 （2018～）

• 安中シクロクロス（2018～）

• 郷の健康相談所（2018～）

• 子ども食堂フェスタ in安中（2019～）

• 花壇事業（2019～）

• Re：活用－安中市にまつわる、「価値あるすべてのもの」を

伝えるための活動－（2020～）

新しく事業を始めたい団体の方は、

まずはお気軽にご連絡・ご相談くださいね。
市民の活動を応援します！！

安中を元気に！！

ＱＲ

コー

ド

◀詳しくはこちらからもご覧

になれます。
問い合わせ 本 地域創造課 市民協働係（☎内線 〇〇〇〇）

エコドライブ、ふんわりアクセルを踏んで、温暖化にブレーキをかけましょう

令和 3年度　市民活動推進事業補助金の対象事業を募集します

　地域の活性化または地域の課題の解決を目的とする市民活動に対して補助金を交付します。

　市ホームページにも詳細を掲載していますのでご覧ください。

【補助対象者】

以下の 7 項目すべて満たす団体
①団体の構成員の数が５人以上であること。

②団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、または在勤していること。

③市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動の場が市内であること。

④宗教活動、政治活動または選挙活動を目的としていないこと。

⑤安中市暴力団排除条例（平成 24 年安中市条例第 26 号）第 2条第 1号に規定する暴力団でないこと。　　

⑥団体の構成員に安中市暴力団排除条例第 2条第 3号に規定する暴力団員等がいないこと。

⑦団体の代表者が成人であること。

【補助対象事業】

以下の 3項目すべて満たしていて、 新しく取り組む事業に対し、補助金を交付します。

①自主性および自立性に基づく公益的活動であること。

②継続性および発展性があること。

③市民の誰もが参加することができること。

※ただし、上記の要件を満たしていても対象外となる事業がありますので、詳しくは直接お問い合わせく　

　ださい。

【補助金額】１回目…最大２０万円

           ２回目…最大１５万円　　　３年間で最大４５万円

           ３回目…最大１０万円

※補助金の交付は、同一の年度内において 1回のみとし、同一の事業に対し 3回を限度とします。

【募集期間】

５月１１日（火）午後５時まで

申請希望団体は、「事業計画書」の提出をお願いします。様式は市ホームページからダウンロードできます。

【その他】
①応募の際は必ず、「市民活動推進事業補助金交付要綱」をご確認のうえ、申請してください。

②申請団体には、審査会でプレゼンテーションをしていただく場合があります。

※詳細は安中市ホームページをご覧いただくか、地域創造課までお問合せください。

〇過去の対象事業

•松井田城址保存事業（2017 ～）

•安中市における市民活動立ち上げ支援事業（2017 ～）

•親子多文化交流 in 安中 ,Japan（2017 ～） 

• 粉食文化の歴史をつなぐ「蘇る手動製麺機展」 （2018 ～）

•安中シクロクロス（2018 ～）

•郷の健康相談所（2018 ～）

•子ども食堂フェスタ in 安中（2019 ～）

•花壇事業（2019 ～）

• Re：活用－安中市にまつわる、「価値あるすべてのもの」　

　を伝えるための活動－（2020 ～）

　安中を元気に !

新しく事業を始めたい団体は、まずは

お気軽にご連絡・ご相談ください。

市民の活動を応援します。

【問合せ】　　地域創造課市民協働係（☎内線１０２７）

令和３年度 市民活動推進事業補助金の対象事業を募集します！
※詳細は安中市ホームページをご覧いただくか、地域創造課までお問合せください。

地域の活性化または地域の課題の解決を目的とする市民活動に対して補助金を交付します。

〇補助金の交付対象条件および募集期間は以下のとおりです。

【補助対象者（以下の７項目すべて満たす団体）】

（１）団体の構成員の数が５人以上であること。

（２）団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、または在勤していること。

（３）市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動の場が市内であること。

（４）宗教活動、政治活動または選挙活動を目的としていないこと。

（５）安中市暴力団排除条例（平成２４年安中市条例第２６号）第２条第１号に規定する暴力

   団でないこと。  

（６）団体の構成員に安中市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等がいないこと。

（７）団体の代表者が成人であること。

【補助対象事業】 以下の３項目すべて満たしていて、 新しく取り組む事業に対し、補助金を交付します。

（１）自主性および自立性に基づく公益的活動であること。

（２）継続性および発展性があること。

（３）市民の誰もが参加することができること。

※ただし、上記の要件を満たしていても対象外となる事業がありますので、詳しくは直接お問い合わせください。

【補助金額】

               １回目  最大２０万円

   ２回目  最大１５万円

   ３回目  最大１０万円

※補助金の交付は、同一の年度内において１回のみとし、同一の事業に対し３回を限度とします。

【募集期間】令和３年５月１１日（火）午後５時まで

申請希望団体は、「事業計画書」の提出をお願いします。様式は市ホームページからダウンロードできます。

【その他】

（１）応募の際は必ず、「市民活動推進事業補助金交付要綱」をご確認の上、申請してください。

（２）申請団体には、審査会でプレゼンテーションをしていただく場合があります。

３年間で最大４５万円！ 

過去の対象事業
• 松井田城址保存事業（2017～）

• 安中市における市民活動立ち上げ支援事業（2017～）

• 親子多文化交流 in安中,Japan（2017～）

• 粉食文化の歴史をつなぐ「蘇る手動製麺機展」 （2018～）

• 安中シクロクロス（2018～）

• 郷の健康相談所（2018～）

• 子ども食堂フェスタ in安中（2019～）

• 花壇事業（2019～）

• Re：活用－安中市にまつわる、「価値あるすべてのもの」を

伝えるための活動－（2020～）

新しく事業を始めたい団体の方は、

まずはお気軽にご連絡・ご相談くださいね。
市民の活動を応援します！！

安中を元気に！！

ＱＲ

コー

ド

◀詳しくはこちらからもご覧

になれます。
問い合わせ 本 地域創造課 市民協働係（☎内線 〇〇〇〇）
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４月の行政相談
日　　　時 場　　所

  ６日（木） 午前９時～ 11 時 30 分      第２相談室     

１０日（月） 午後 1 時 30 分 ～ ４時      第５会議室   

２０日（木） 午前９時～ 11 時 30 分      第２相談室

　　　　 5 月の無料法律相談   
日　　　時 場　　所

７日（金）  午後１時～４時 本  第２相談室

２１日（金） 午後１時～４時   本  第２相談室

２７日（木） 午後１時～３時 本 第１相談室ほか

5 月の行政相談

おしらせ版あんなか Ｎｏ．２８６ 〔安中市役所 ☎０２７‐３８２‐１１１１〕

【予約・問合せ】    　市民課市民相談室（☎内線１２０７）

ク

本

本

松

本

LED が照らし出すのは、環境にやさしい未来です　　

※予約の必要はありません。直接会場へお越しくだ

さい。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク

の着用と手指消毒にご協力をお願いします。

※要予約（予約状況によっては翌月以降になること

があります）

※相談回数は、相談者 1人につき、当該年度２回まで

（同じ相談内容についての複数回の利用はできません）

安中市住宅用スマートエネルギーシステム設置補助金制度について

　市では、住宅への太陽光発電システムの設置に加えて、定置用リチウムイオン蓄電システムを設置し

た市民に対しても、新たに補助金を交付します。

　住宅用太陽光発電システムで発電した地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進および

地球温暖化対策の推進を図るため、両システムの設置を支援します。ただし、予算には限りがあります

ので、早めの申請手続きにご協力ください。

【住宅用太陽光発電システム】

〇補助金額…１キロワットあたり１万円とし、５万円を上限とする。

※ただし、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計が 10 キロワット未満の設備が対象になります。

【定置用リチウムイオン蓄電システム】

〇補助金額…１キロワットアワーあたり１万円とし、６万円を上限とする。

※ただし、住宅用太陽光発電システムの設置が、条件となりますのでご注意ください。

【問合せ】　　環境政策課環境推進係（☎内線１８８２）

「歴史・文化の魅力発信事業補助金」の対象事業を募集します

　安中市にゆかりのある歴史文化資源を活用し、その魅力を発信する団体の事業に対する補助金を新設

しました。交付対象条件などの概要および募集期間は次のとおりです。

【対象となる団体】

①団体の構成員の数が５人以上で、過半数が市内に住居し、または在勤している

②市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動が市内の歴史文化資源の活用である など

【対象となる事業】

公益的で誰もが参加でき、継続性や発展性のある歴史文化資源を活用した事業

①講演会、講座、シンポジウムなど　　②現地を巡るイベント

③演劇など　　④普及啓発のための展示会など

【補助金額と申請回数】

①総事業費の額と１０万円のいずれか低い方の額　※補助対象外の経費あり

②年１回の申請とし、５回を限度とする

【募集期間】５月１４日（金）午後５時まで

※「事業計画書」を提出してください。

【その他】詳細は、電話または市ホームページにてご確認ください。

【申込み・問合せ】文化財保護課（学習の森）（☎０２７-３８２-７６２２）



〔4〕

                令和３年４月１５日号 　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

本

ごみの焼却（野焼き）は禁止されています

令和３年度 安中市危険ブロック塀等撤去費補助金のご案内

　市では、今年度から道路沿いの危険なブロック塀等を市内の業者に依頼して撤去する費用の一部を補助

する事業を実施します。

　この事業は、その目的を早期に達成するため事業の実施期間を令和５年度までの３年間に限定して集中

的に実施する計画です。この機会に、再度ご自身が所有するブロック塀等の点検を実施してください。

　詳細については、窓口などにてご相談ください。市ホームページにも詳細を掲載しています。

【問合せ】　　建築住宅課指導係（☎内線１２５５・１２５６・１２５７）

補助対象者 ・危険ブロック塀等の所有者（相続人を含む）

・市税等を滞納していない者

補助対象のブロック
塀等

（危険ブロック塀等）

次のいずれにも該当するブロック塀等

・個人が所有するもの（法人が所有する場合は対象外）

・補強コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀および門柱

　（下部に設置された基礎を含む）

・道路に沿って設置されているもの

・道路から上端までの高さが０．８ｍ以上のもの

　（擁壁等の上に築造されている場合は、当該擁壁等を含む高さ）

・道路からの距離が、ブロック塀等の高さ以内に設置されているもの

・【ブロック塀の点検のチェックポイント】の点検項目で不適合があるもの（下記参照）

・公共事業等の補償の対象ではないもの

・市の他の制度による補助金の交付の対象ではないもの

・交付申請の時点で現に存在しているもの　

※交付申請の時点で着工または完了している工事は対象外です

補助対象工事
(対象となる工事 )

次のいずれにも該当する工事

・道路に沿った危険ブロック塀等を撤去する工事

・市内業者に発注して実施する工事

　※市内業者とは、市内に本店または支店の事業所を有する法人または市内に住所を有　

　　する個人事業者となります

・令和４年３月３１日（木）までに撤去工事を完了して完了報告ができるもの

補助金額 ・補助対象経費の１／２（１，０００円未満切り捨て）

・限度額　次の①または②のうち低い額

　①５万円　②危険ブロック塀等を撤去する長さの合計に１ｍあたり１万円を乗じた額

募集件数 ４０件（１件当たり補助金が５万円の場合）

補助金交付までの手順　～撤去工事着手前に交付申請をしてください～

①交付申請 交付申請受付期間：４月１日（木）～令和４年２月２８日（月）

　●書類配布場所：　 建築住宅課  松 土木課工務２係

　　　　　　時間：午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁日を除く）

　●申請受付場所：　 建築住宅課  ※申請の受付は、本庁のみとなります

　　　　受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁日を除く）

・申請の際は、交付申請書に所定の書類を添えて申請をしてください

※交付決定後、撤去工事に着手してください

②完了報告 工事完了報告提出期限：令和４年３月３１日（木）

　　　　　　受付場所： 本 建築住宅課

・補助対象工事の完了後、所定の書類を添えて報告してください

・書類審査後、補助金の交付となります

【ブロック塀の点検のチェックポイント】
（建築物の既設の塀の安全点検について（平成 30 年 6 月 21 日付け国住指第 1130 号）より抜粋）

本

本
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防災行政無線などを用いた全国一斉の情報伝達試験

５月１９日（水）  午前１１時ごろに実施します　

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警

報システム（Ｊアラート）（※）を用いた試験で、安中市を含む全国の地域で様々な手段を用いた情報伝達試

験が行われます。今年度は下記の日程で３回実施しますが、災害などが発生した場合、または発生する恐れ

がある場合には試験を中止します。

第１回：５月１９日（水）　第２回：１０月６日（水）　第３回：令和４年２月１６日（水）

本市が行う情報伝達試験の内容は次のとおりです。 

情報伝達手段 内　　　容

 防災行政無線

市内に設置した防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。

《放送内容》①チャイム音

　　　 　  ②「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
　　　　   ③「こちらは、ぼうさいあんなかです。」
           ④チャイム音

 メール配信サービス
安中市メール配信サービスに登録している人で、防災情報の「安中市全域」
または「Ｊアラート」を選択されている人へ試験メールが配信されます。

※Ｊアラートとは、地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を、国から全国の自治体へ人工衛星などを通じて

　瞬時に伝達するシステムです。

【防災行政無線テレホンサービス】

防災行政無線の放送を聞き逃した場合や放送内容が聞き取りづらかった場合などに、

　放送内容を電話で確認できるサービスです。　

　（☎０８００－８００－３６６４（通話料無料））

【安中市メール配信サービス】

今回の試験でも使用しますが、日々の気象情報や火災情報、防災情報などをお手元のパソコンや携帯電話

　へメールでお知らせするサービスです。登録方法は下記のとおりです。

　《登録方法》

　①右記コードを読み取り、annaka@entry.mail-dpt.jp へ空メールを送信します。

　　※コードが読み取れない場合は、「annaka@entry.mail-dpt.jp」あての空メールを作成し
　　　送信します。
　②仮登録メールに記載されている URL から登録手続を行います。

　③手続完了後に登録完了メールが届けば登録完了です。

　※仮登録メールが届かない場合は、迷惑メール設定をご確認いただき、次のアドレスを受信できるよう

　　設定してください。〈annaka@city.annaka.gunma.jp〉

【問合せ】 本 危機管理課危機管理係（☎内線１１３１）

QRQR コードコード 

まわりに迷惑をかけぬよう、所有地については適正な管理をお願いします

安中警察署からのおしらせ 特殊詐欺被害が急増しています

　本年 3月頃から、群馬県内でオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺盗などの特殊詐欺が急増しています。

　安中警察署管内においても、同様に特殊詐欺の被害が急増し、相談も多く寄せられています。

　手口は、おいや息子をかたって電話で現金を要求し、別の者が受け取りに来るものや、金融機関職員な

どをかたり「キャッシュカードが古くなっているから、新しいものに取り替える」などと言って高齢者宅

を訪問し、キャッシュカードをだましとるものがあります。

　このような電話がかかってきたら、すぐに警察に連絡してください。

　特殊詐欺は犯人からの 1本の電話から始まります。ご自宅の電話を留守番電話に設定して電話に直接出

ないなど、被害にあわないように注意してください。

【問合せ】安中警察署（☎０２７-３８１－０１１０）
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５月 場　　所 時　　間

１１日
（火）

西横野定住センター 　９：３０ ～ １０：００

細野ふるさとセンター
南側駐車場

１０：３０～ １１：００

　　松井田体育館東側 １１：３０ ～ １２：００

１３日
（木）

秋間公民館 　９：３０ ～ ９：５０

後閑公民館 １０：１０ ～ １０：３０

原市公民館 １０：５０ ～ １１：２０

磯部公民館 １１：４０ ～ １２：００

【料金】

〇登録を済ませている犬…３, ５００円（注射料金）
〇登録を済ませていない犬…６, ５００円（登録料＋注射料金）

【注意事項】

〇会場にはマスクを着用してお越しください。リードを短く持ち、犬同士の接触を避けましょう。

〇密を避けるため、かかりつけ医がある場合はかかりつけ医で接種してください。

〇注射後は速やかに帰宅しましょう。

〇飼い主の責任として、犬を散歩させるときは、必ずフンを持ち帰りましょう。

〇新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります（市ホームページなどで最新情報をご

　確認ください）。

【問合せ】 ク 環境政策課環境推進係（☎内線１８８３） 松 総務管理課管理係（☎内線２１１４）

令和 3年度春の狂犬病予防注射（集合注射）日程表

５月 場　所 時　　間

１４日
（金）

東横野公民館 　９：３０ ～ 　９：５０

岩野谷公民館 １０：１０～ １０：３０

板鼻公民館 １０：５０ ～ １１：２０

安中公民館 １１：４０ ～ １２：００

１６日
（日）

　　保健センター南側 　９：３０ ～ １１：３０

令和３年４月１５日号本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

本　　

松

お詫びと訂正

広報あんなか 4月１日号

〇 10 ページ　

「人間ドック実施医療機

関」に記載漏れがありま

した。

正 田 病 院

　住所　安中 1-16-32

　☎３９５－５５６６

〇 21 ページ

『恵みの湯・峠の湯の「熟

年特別割引券」を発行し

ます』の記載に誤りがあ

りました。

誤：恵みの湯入館料　

　 ５００円（３時間以内）

　 ２００円で入館

正：恵みの湯入館料　

　 ５２０円（３時間以内）

　 ２２０円で入館

お詫びして訂正します。

県道恵宝沢原貝戸線（池尻工区）のバイパス整備に伴う

「外城橋」の通行止めについて

　群馬県安中土木事務所が進めている県道恵宝沢原貝戸線（池尻工区）のバイ

パス整備に伴い、「外城橋」の通行止めを実施します。

　通行止めになる場所は案内図のとおり、一級河川秋間川に架かる外城橋です。

迂回路は、案内図を参照してください。

　工事期間中、皆さまには大変ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

【場所】市道秋６４２号線「外城橋」

【期間】４月２６日（月）～１０月下旬（予定）

【迂回路など】案内図のとおり

【問合せ】県安中土木事務所工務第一係（☎０２７-３８２-１３５０）　　　

◆犬・猫の糞の片づけは飼い主の責任です◆
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おしらせ版あんなか Ｎｏ．２８６ 〔安中市役所 ☎０２７‐３８２‐１１１１〕

本

本

松

本

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
岐
阜
２
０
２
１

参
加
者
募
集

【
大
会
期
間
】

10
月
30
日
(
土
)
〜
11
月
２
日
(
火
)

※
群
馬
県
出
発
は
10
月
29
日
(
金
)

【
会
場
】
岐
阜
県
内
各
地

【
募
集
種
目
】

〇
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会

卓
球
、
テ
ニ
ス
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、
ペ
タ
ン
ク
、
ゴ

ル
フ
、
マ
ラ
ソ
ン
、
弓
道
、
剣
道

〇
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会

水
泳
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
、
ラ
グ
ビ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、サ
ッ
カ
ー
、
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
、
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
、
太
極
拳
、
ダ

ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
、デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
、マ
レ
ッ

ト
ゴ
ル
フ
、イ
ン
デ
ィ
ア
カ
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー

リ
ン
グ
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
、

バ
ウ
ン
ド
テ
ニ
ス
、
ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ
ル
ネ
ス

吹
矢
、
パ
ド
ル
テ
ニ
ス

〇
文
化
交
流
大
会

囲
碁
、
将
棋
、
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
、
か
る
た

有
害
鳥
獣
駆
除
の
実
施
に
つ
い
て

　

カ
ワ
ウ
お
よ
び
サ
ギ
類
に
よ
る
川
魚(
鮎

な
ど
)
の
食
害
が
甚
大
な
た
め
左
記
日
程
で

猟
銃
に
よ
る
有
害
鳥
獣
駆
除
を
実
施
し
ま

す
。
早
朝
か
ら
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
実
施
期
間
】6
月
30
日(
水
)ま
で

【
実
施
時
間
】日
の
出
か
ら
日
没
ま
で

【
実
施
場
所
】旧
安
中
市
内
の
碓
氷
川
、

九
十
九
川
、
秋
間
川
、
後
閑
川
、柳
瀬
川

【
問
合
せ
】

〇
上
州
漁
業
協
同
組
合

(
☎
０
２
７
‐
３
２
２
‐
３
０
４
１
)

〇
安
中
磯
部
地
区

理
事

原
田

(
☎
０
２
７
‐
３
８
５
‐
７
０
２
３
)

不
動
産
公
売
を
実
施
し
ま
す

　

松
井
田
町
新
堀
と
古
屋
の
土
地
が
今
回
の

公
売
対
象
で
す
。

〇
郵
送
で
入
札
で
き
ま
す

　

窓
口
に
来
庁
す
る
こ
と
な
く
、
郵
便
で
も

入
札
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
入

札
の
締
切
り
は
７
月
30
日
(
金
)
必
着
で
す
。

   

収
納
課
ま
た
は　

住
民
福
祉
課
の
窓

口
や
電
話
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
物
件
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確

認
で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】　
　

収
納
課
収
納
整
理
係
(
☎
内

線
１
０
８
４
)

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し

て
、
新
し
い
生
活
様
式
が
求
め
ら
れ
る
中
、

新
し
い
働
き
方
・
休
み
方
を
実
践
す
る
た
め

に
は
、
計
画
的
な
業
務
運
営
や
休
暇
の
分
散

化
に
も
資
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付

【
対
象
】
群
馬
県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人　

(
昭
和
37
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
で
大
会

参
加
に
支
障
が
な
い
健
康
な
人
)　

※
参
加
で
き
る
種
目
は
１
人
１
種
目
で
す
。

「
第
32
回
全
国
健
康
福
祉
祭
和
歌
山
大
会
」

の
参
加
者
は
、
同
一
種
目
へ
の
参
加
は
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
交

流
大
会
の
全
種
目
お
よ
び
文
化
交
流
大
会
の

健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
で
チ
ー
ム
編
成
上
や
む
を

得
な
い
場
合
は
認
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
費
用
】
８
万
円
程
度
(
参
加
費
、
交
通
費
、

宿
泊
費
、
ユ
ニ
ホ
ー
ム
代
な
ど
)

【
申
込
期
限
】
５
月
28
日
(
金
)
必
着

【
申
込
方
法
】
所
定
の
申
込
用
紙

※
募
集
人
数
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
各
種
目
と
も
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
選

考
の
う
え
決
定
し
ま
す
。

【
申
込
用
紙
配
布
場
所
】

県
庁
県
民
セ
ン
タ
ー
、県
保
健
福
祉
事
務
所
、

県
長
寿
社
会
づ
く
り
財
団

　

高
齢
者
支
援
課

住
民
福
祉
課

【
問
合
せ
】
県
長
寿
社
会
づ
く
り
財
団

(
☎
０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
５
１
１
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
:

０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
１
６
６
)

～狂犬病予防のため愛犬は登録と予防注射を～

松

与
制
度
や
、
労
働
者
の
様
々
な
事
情
に
応
じ

た
柔
軟
な
働
き
方
・
休
み
方
に
資
す
る
時
間

単
位
の
年
次
有
給
休
暇
制
度
の
導
入
が
効
果

的
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
「
群
馬
県
労
働
局
雇
用
環
境
・

均
等
室　

働
き
方
・
休
み
方
改
善
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
(
社
会
保
険
労
務
士
)」
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
群
馬
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

室
(
☎
０
２
７
‐
８
９
６
‐
４
７
３
９
)
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令和３年４月１５日号本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

松

本

本

安
政
遠
足

子
ど
も
ミ
ニ
遠
足
を
開
催
し
ま
す

　

安
政
遠
足
侍
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
合
わ
せ
、

「
子
ど
も
ミ
ニ
遠
足
」
を
行
い
ま
す
。

　

今
大
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
、
仮
装
審
査
は
行
わ
ず
、

着
順
の
み
の
表
彰
と
し
ま
す
。

【
日
時
】
５
月
30
日(

日)

安
政
遠
足
当
日

〇
低
学
年
…
ス
タ
ー
ト
午
前
９
時
(
予
定
)

〇
高
学
年
・
中
学
生
…
ス
タ
ー
ト
午
前
９
時

15
分
(
予
定
)

【
コ
ー
ス
】

〇
低
学
年
…
武
家
長
屋
前
〜
安
中
二
葉
幼
稚

園
前
折
返
〜
文
化
セ
ン
タ
ー

〇
高
学
年
・
中
学
生
…
武
家
長
屋
前
〜
安
中

二
葉
幼
稚
園
前
折
返
〜
労
金
前
折
返
〜
文
化

セ
ン
タ
ー

【
対
象
者
】
市
内
在
住
・
在
学
で
大
会
当
日

に
小
学
１
年
生
〜
中
学
３
年
生

【
参
加
費
】
無
料

【
定
員
】
１
０
０
人
程
度
(
先
着
順
・
定
員

に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
)

【
申
込
み
】
ハ
ガ
キ
に
①
参
加
児
童
・
生
徒

氏
名
と
よ
み
が
な
②
性
別
③
生
年
月
日
④
学

校
名
⑤
学
年
⑥
保
護
者
氏
名
⑦
電
話
番
号
⑧

住
所
を
記
入
の
う
え
、
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
(
〒
３
７
９-

０
１
１
６

安
中
市
安
中

１
５
３
１-

１

ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー
ツ
振

興
係
あ
て
)

※
複
数
名
の
申
込
み
は
、
１
枚
の
ハ
ガ
キ
に

ま
と
め
て
書
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
間
】
４
月
19
日
(
月
)
〜
23
日
(
金
)

消
印
有
効

子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
の
お
知
ら
せ

〇
赤
ち
ゃ
ん
と
の
生
活　

　

育
児
手
技
や
お
世
話
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い

て
お
伝
え
し
ま
す
。

【
日
時
】
５
月
28
日
(
金
)

午
前
10
時
〜
10
時
45
分　
　

【
対
象
】
お
お
む
ね
２
か
月
〜
４
か
月
の　

乳
児
と
そ
の
保
護
者

〇
離
乳
食
の
す
す
め
方

【
日
時
】
５
月
28
日
(
金
)

午
前
11
時
10
分
〜
11
時
55
分　
　

【
対
象
】
お
お
む
ね
５
か
月
〜
７
か
月
の　

乳
児
と
そ
の
保
護
者

【
会
場
】　

安
中
市
保
健
セ
ン
タ
ー

【
持
ち
物
】
バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物

【
定
員
】
各
講
座
、
先
着
10
組

【
申
込
期
限
】
５
月
27
日
(
木
)
ま
で

【
申
込
み
・
問
合
せ
】　
　

健
康
づ
く
り
課　

保
健
指
導
係
(
☎
内
線
１
１
７
５
)

    

親
と
子
の
よ
い
歯
の

　
　
コ
ン
ク
ー
ル
対
象
者
募
集

【
対
象
】令
和
２
年
4
月
〜
令
和
３
年
３
月
に

安
中
市
で
3
歳
児
健
診
を
受
診
し
た
人

【
条
件
】

〇
子
ど
も
…
虫
歯
が
な
く
、歯
列
・
咬
合
が
正

　

常
な
人

〇
親
…
処
置
歯
を
含
め
て
虫
歯
8
本
以
下
の

　

人
〇
３
歳
児
健
診
の
口
腔
内
審
査
で
、
コ
ン

　

ク
ー
ル
該
当
者
の
人

〇
６
月
10
日(
木
)の
表
彰
式
に
親
子
で
参
加

　

で
き
る
人

【
申
込
期
限
】４
月
30
日(
金
)

【
申
込
み
・
問
合
せ
】　
　

健
康
づ
く
り
課
保

健
指
導
係(
☎
内
線
１
１
７
４
)

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

入
会
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　
　

　

対
象
者
は
、
市
内
在
住
で
お
お
む
ね
60
歳

以
上
の
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人
で
す
。

　

入
会
ご
希
望
の
人
は
、
お
気
軽
に
お
出
か

け
く
だ
さ
い
。

○
安
中
地
区

【
日
時
】
４
月
20
日
・
５
月
18
日
・
６
月
15
日
・

７
月
20
日
(
火
)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

【
場
所
】
安
中
市
地
域
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー

３
階
会
議
室
(
安
中
市
安
中
３
‐
19
‐
27
)

○
松
井
田
地
区

【
日
時
】
５
月
25
日
・
７
月
27
日
(
火
)
午

前
10
時
〜
11
時
30
分

【
場
所
】　
　

基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー
２
階
営
農

指
導
室
(
安
中
市
松
井
田
町
新
堀
２
４
５
)

※
安
中
地
区
ま
た
は
松
井
田
地
区
の
ど
ち
ら

で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。
ご
都
合
に
合
わ
せ
て

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】安
中
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

本
所
(
☎
０
２
７
‐
３
８
０
‐
５
１
１
２
)

松
井
田
支
所
(
☎
０
２
７
‐
３
９
３
‐

１
２
２
０
)

本

～快適な生活環境をつくるために、飼い主一人ひとりの自覚と責任ある行動を～　　
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ス

かわいそうな命を減らすため、去勢・不妊手術を行いましょう。

ス

市
民
ゴ
ル
フ
大
会
参
加
者
募
集

【
日
時
】6
月
３
日
(
木
)

【
会
場
】太
平
洋
ク
ラ
ブ

高
崎
コ
ー
ス

【
参
加
資
格
】
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学(
義
務

教
育
者
は
保
護
者
同
伴
)の
人

※
ア
マ
チ
ュ
ア
以
外
は
オ
ー
プ
ン
参
加

【
参
加
料
】

〇
エ
ン
ト
リ
ー
フ
ィ
…
２
,０
０
０
円(
申
込

み
時
に
支
払
い
)

〇
プ
レ
ー
費
…
５
,
６
８
０
円(
当
日
、
コ
ー

ス
フ
ロ
ン
ト
に
支
払
い
)

※
食
事
付･

消
費
税
込･

セ
ル
フ
プ
レ
ー

【
募
集
人
員
】１
２
０
人

【
表
彰
】
優
勝
者
に
賞
状
と
賞
品
、
ま
た
ネ
ッ

ト
上
位
に
賞
品
を
授
与
。
参
加
者
全
員
に
賞

会
長
杯
テ
ニ
ス
大
会

開
催
の
お
知
ら
せ

【
日
程
】
５
月
16
日
・
23
日
(
日
)

※
集
合
時
間
は
、
５
月
11
日
以
降
に
西
毛

コ
ー
ト
掲
示
板
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
場
所
】西
毛
総
合
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

【
種
目
】

16
日
…
一
般
男
子
・
女
子
ダ
ブ
ル
ス
・
ベ
テ
ラ

ン
男
子
ダ
ブ
ル
ス
(
60
歳
以
上
)

23
日
…
一
般
男
子
・
女
子
シ
ン
グ
ル
ス
・
ベ
テ

ラ
ン
男
子
シ
ン
グ
ル
ス
(
60
歳
以
上
)

※
男
子
・
女
子
と
も
に
Α
・
Β
の
ク
ラ
ス
別

　

(
た
だ
し
、
エ
ン
ト
リ
ー
数
に
よ
り
ク
ラ
ス

　

分
け
の
な
い
場
合
あ
り
)

【
参
加
資
格
】市
内
在
住
・
在
勤
者

【
参
加
費
】

ダ
ブ
ル
ス

１
チ
ー
ム
…
１
,
５
０
０
円

品
、
ベ
ス
ト
ニ
ア
ピ
ン
賞
あ
り
。(
表
彰
式
は

行
わ
ず
、プ
レ
ー
終
了
後
、
賞
品
を
お
渡
し
し

ま
す
)

【
競
技
方
法
】①
プ
レ
ー
は
18
ホ
ー
ル
、
競
技

成
績
は
前
半
の
９
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ク
プ

レ
ー
(
新
ペ
リ
ア
方
式
ハ
ン
デ
ィ
戦
)
②

テ
ィ
ー
マ
ー
ク
・
一
般
、シ
ニ
ア
…
青
マ
ー
ク

(
75
歳
以
上
白
マ
ー
ク
可
)
・
レ
デ
ィ
ー
ス
…

赤
マ
ー
ク
③
ル
ー
ル
は
、
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
規
則
、

コ
ー
ス
の
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
お
よ
び
大
会
競

技
規
則
に
基
づ
い
て
行
い
ま
す
。

【
申
込
期
間
】４
月
20
日(
火
)午
前
９
時
〜
５

月
14
日(
金
)(
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
)

【
申
込
方
法
】申
込
用
紙
に
よ
り
１
人
単
位
で

エ
ン
ト
リ
ー
フ
ィ
を
添
え
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

※
サ
ム
の
組
み
合
わ
せ
希
望
は
、
４
人
ま
で

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

①
安
中
ジ
ャ
ン
ボ
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー
(
☎

０
２
７
‐
３
８
２
‐
３
９
７
７
)

②
碓
氷
フ
ァ
ミ
リ
ー
ゴ
ル
フ
倶
楽
部(
☎

０
２
７
‐
３
９
３
‐
５
４
５
４
)

③
太
平
洋
ク
ラ
ブ
高
崎
コ
ー
ス(
☎
０
２
７
‐

３
８
５
‐
５
８
１
１
)　
　

【
主
催
】
安
中
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
、
安
中
市
ゴ

ル
フ
協
会

【
後
援
】
安
中
市
、
安
中
市
教
育
委
員
会
、
安

中
青
年
会
議
所
、上
毛
新
聞
、
太
平
洋
ク
ラ
ブ

高
崎
コ
ー
ス
、梅
ノ
郷
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
、
高
梨

男
性
ゴ
ル
フ
教
室
を

　
　
　
　

開
催
し
ま
す

　

次
の
と
お
り
男
性
ゴ
ル
フ
教
室
を
開
催
し

ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
程
】
６
月
７
・
14
・
21
・
28
日
・
７
月
５
・
12
・

26
日(
祝
日
を
除
く
毎
週
月
曜
日
・
計
７
回
)

【
時
間
】

〇
前
半
:
午
後
６
時
50
分
〜
７
時
50
分

〇
後
半
:
午
後
８
時
〜
９
時

【
会
場
】安
中
ジ
ャ
ン
ボ
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー

【
定
員
】18
人(
前
・
後
半
各
９
人
の
予
定
)

【
参
加
資
格
】市
内
在
住
、在
勤
、在
学
の
18
歳

以
上
の
男
性
で
ゴ
ル
フ
初
心
者
・
初
級
者
・
ラ

ウ
ン
ド
未
経
験
者
な
ど

【
締
切
】４
月
30
日(
金
)
午
後
５
時
ま
で

【
抽
選
会
】
５
月
７
日(
金
)
午
後
７
時
か
ら
、

総
合
体
育
館
会
議
室
に
て
行
い
ま
す
の

で
、申
込
者
は
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

【
参
加
料
】
１
,０
０
０
円
(
保
険
料
含
)

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー

ツ
振
興
係
(
☎
３
８
２
‐
２
５
０
０
)

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に
よ

り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

シ
ン
グ
ル
ス

１
人  

…
１
,０
０
０
円

※
会
場
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

【
申
込
方
法
】４
月
28
日(
水
)ま
で
に
電
話
ま

た
は
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
イ
ン
ド
ア
テ
ニ
ス
ス
ク
ー

ル
内

安
中
市
テ
ニ
ス
協
会

小
板
橋
(
☎

０
２
７
‐
３
８
２
‐
６
１
６
１
・
安
中
市
高

別
当
９
５
３
)

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に
よ

り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に
よ

り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】　

ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興

係
(
☎
３
８
２
‐
２
５
０
０
)

子
倶
楽
部
、熱
海
倶
楽
部
東
軽
井
沢
コ
ー
ス

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に
よ

り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ス
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       風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

〇風しん追加的対策（抗体検査・第５期予防接種）について

　（対象者：昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性）

　風しんからご自身と周りの人たちを守るためにも、クーポン券をまだ利用していない人はまず抗体検

査を受けていただき、検査の結果十分な抗体がないと診断された人は定期予防接種を受けましょう。ま

た、皆さんの周りに対象の男性がいましたら、ぜひお声かけをお願いします。

　対象の人には、令和 2年 3月にクーポン券を郵送しています。

クーポン券の有効期限が変更となります。お手元にある令和４年３月までのものが令和４年２月まで

となります。クーポン券はそのまま利用ができますが、早めの利用をお願いします。

クーポン券発行者数：６，５６６人

　【令和 3年 1月までの実施状況】

・風しん抗体検査実施者数　２，０４７人

　　うち　十分な抗体がなかった人（定期予防接種の対象）･･･ ６１４人

　　　　　抗体があった人（定期予防接種の非対象）･･･ １，４３３人

　・風しん第５期定期接種（麻しん風しん混合ワクチン）接種者数　５３２人

【問合せ】 　　健康づくり課予防係（☎内線１１７２）

令和３年４月１５日号本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

本

本

安中市ホームページ　https://www.city.annaka.lg.jp

新型コロナワクチン接種のお知らせ

　４月下旬に高齢者の接種券を郵送します。

　高齢者以外の人への郵送は６月中を予定していますが、改めてお知らせします。

　接種順位は下記のとおりです。

１.高齢者（昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた人）

２.高齢者以外の基礎疾患のある人や高齢者施設などの従事者

　　基礎疾患のある人とは、次のいずれかにあてはまる人です。

　（1）以下の病気や状態の人で、通院 /入院している人

安中市マスコット

キャラクター

こうめちゃん

①慢性の呼吸器の病気

②慢性の心臓病（高血圧を含む）

③慢性の腎臓病

④慢性の肝臓病（肝硬変など）

⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または 

  他の病気を併発している糖尿病

⑥血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）

⑦免疫の機能が低下する病気

　（治療中の悪性腫瘍を含む）

⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる

  治療を受けている

⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が 

  衰えた状態（呼吸障害など）

⑪染色体異常

⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知 

  的障害とが重複した状態）

⑬睡眠時無呼吸症候群

⑭重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院し

　している、精神障害者保健福祉手帳を所持し

　ている、または自立支援医療（精神通院医療）

　で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的

　障害（療育手帳を所持している場合）

　(2) 基準（BMI30 以上）を満たす肥満の人

　※ BMI ＝ 体重（kg）÷ 身長（ｍ）÷ 身長（ｍ）

　※ BMI 30 の目安：身長 170 ｃｍで体重 87 ｋｇ、 身長 160 ｃｍで体重 77 ｋｇ

３.６０歳～６４歳の人　（ワクチンの供給量により、基礎疾患を有する者と同じ時期に接種）

４.上記以外の人（16 歳以上の人）

　　　〇接種に関する問合せおよび集団接種の予約を受け付けます 　　　　　ゼ ロ コ ロ ナ

安中市ワクチン接種コールセンター　　☎０５７０-０５６７１６
　  　　　　　　　     受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時（土日・祝日除く）

【問合せ】 　健康づくり課ワクチン接種対策室（☎内線１６１１・１６４０）
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５
月

古
紙
・
古
着
等
行
政
回
収

収
集
日
程
表

５
月

収

集

地

区

名

５
日

（水・祝）

安
中
１
区(
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
西
側
)・
安
中
２
区
〜
11
区(
並
木
団
地
・

遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
を
除
く
)・
九
十
九
地
区
・
細
野
地
区

12
日

（水）

安
中
１
区(
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
東
側
)・
遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
・

岩
野
谷
地
区
・
板
鼻
地
区
・
新
堀
地
区(
源
ヶ
原
地
区
を
除
く
)・

松
井
田
地
区
・
臼
井
地
区
・
坂
本
地
区

19
日

（水）

安
中
12
区
・
原
市
地
区
・
並
木
団
地
・
秋
間
地
区
・
後
閑
地
区

26
日

（水）

磯
部
地
区
・
東
横
野
地
区
・
西
横
野
地
区
・
源
ヶ
原
地
区

※
古
紙
は
雨
天
で
も
回
収
し
ま
す
。

※
古
着
・
古
布
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
リ
サ
イ
ク
ル

　

が
困
難
な
状
況
に
あ
る
た
め
、当
面
の
間
は
出
す
の
を
控
え
、で
き
る
限
り

　

ご
家
庭
に
て
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
収
集
日
当
日
(
朝
８
時
ま
で
)に
お
住
ま
い
の
地
域
の
決
め
ら
れ
た
ご
み
ス
テ
ー

　

シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い(
前
日
な
ど
に
は
出
さ
な
い
)。

※
出
し
方
な
ど
の
詳
細
は
、「
家
庭
ご
み
収
集
日
程
表
」ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　
　

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
係(
☎
内
線
１
８
８
１
)

地球環境のため、レジ袋の削減、エコバッグ利用のご協力をお願いします

放射線量・放射性物質の測定について
◎サーベイメーターによる空間放射線量の測定について

市では、市役所本庁を始め、松井田庁舎、小中学校などで放射線量の測定を行っています。本庁と        
松井田庁舎以外の測定結果については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【測定高】地表より１００ｃｍ　　　　　　        　（単位：マイクロシーベルト /１時間）

　　　　　　　　　  　　　     測定地測定月日 安 中 市 役 所 本 庁 　　　　　　　　　  　　　     測定地測定月日 松 井 田 庁 舎
３月１６日（火） 0.049 3 月１5 日（月） 0.036

　　　　　　　　　（国の定める除染基準は０．２３０マイクロシーベルト／１時間です）

◎水道水の放射性物質の測定について
　市では水道水の定期検査を実施しています。市内の原水から放射性物質は検出されませんでした。　
　安中市の水道水は安全が確保されており、安心してご使用いただけます。
　　　　　　　 　　　　　　

【問合せ】空間放射線量に関すること  　環境政策課環境推進係（☎内線１８８２）または

　 　　　　　　　　　　　　　        総務管理課管理係（☎内線２１１４）

　　　　     上水道に関すること　　上水道工務課（☎内線３１２１）

　 

こころの健康相談

｢こころの健康相談」

    （予約制）を実施します。

　心に悩みや不安のある人、お

酒の問題でお悩みの人、認知症

などについて心配のある人およ

び家族の相談に応じます。

　費用は無料です。

【日時】 ５月２５日（火）

　 　 　午後１時～４時

【場所・予約先】 

　　　　安中保健福祉事務所

 　　　（安中市高別当 336-8）

     　 （☎３８１‐０３４５） 

紙ひもを無料でお渡ししています

　安中市環境保健自治団体連合会（以下、環自連）では、紙ひもを安中市在住の世帯および有価物集団回

収団体を対象に無料でお渡ししています。お渡しする紙ひもはリサイクルされた牛乳パック入りで、白色

です。白色の紙ひもはリサイクルされた紙色に影響が出にくくなります。

　古紙をリサイクルとして有価物集団回収（廃品回収）や行政回収に出す際、ひもなどで縛ってまとめて
もらいますが、ビニールひもなどでは一緒にリサイクルすることができませんので、紙ひも（白色）で縛
ることを推奨しています。
　ご希望の人は、環自連事務局窓口（　 環境政策課・   総務管理課 )までお越しください。

※数に限りがあります。終了の際はご了承ください。

　これからもごみの減量、リサイクルにご協力ください。

【問合せ】 　環境政策課環境推進係（☎内線１８８２）　　総務管理課管理係（☎内線２１１４）松

松

ク
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　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター  再生紙使用

本

５月の休日当番医

※公立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科の当番医は、診療時間が午前９時から午後６時
　までです。午後６時以降は、外科の当番医で受診してください。

【問合せ】　　健康づくり課保健指導係
　　　　  （☎内線１１７４）
　　　　  　住民福祉課健康介護係
　　　　  （☎内線２１５１）

５月の健康ガイド

乳幼児健診

５月 内　　科 外　　科

２日 日 あやこまごころ診療所　☎ 027-388-1180 正田病院              ☎ 027-382-1123

３日 月・祝 松井田病院　　　　　 ☎ 027-393-1301 松井田病院            ☎ 027-393-1301

４日 火・祝 公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221 公立碓氷病院          ☎ 027-385-8221

５日 水・祝 アミヤ医院           ☎ 027-385-1511 須藤病院              ☎ 027-382-3131

９日 日 いわい中央クリニック ☎ 027-381-2201 いわい中央クリニック    ☎ 027-381-2201
※午後 6時以降は須藤病院    ☎ 027-382-3131

１６日 日 もてき内科医院       ☎ 027-382-2510  正田病院             ☎ 027-382-1123

２３日 日 公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221  公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221

３０日 日 さるや内科医院       ☎ 027-384-3681  須藤病院             ☎ 027-382-3131

市内全地区対象市内全地区対象
持ち物持ち物

日にち日にち 該 当 児該 当 児 受　付受　付 会　場会　場

４か月児健診４か月児健診 ２５日（火） 令和３年 1月生

午後１時～２時 安中市

保健センター

母子手帳
バスタオル
各種健康診査票
子育て支援ノート
健康チェック票

健やか親子 21 アンケート※

（※ 4か月児、1歳６か月児のみ）

８か月児健診８か月児健診 １８日（火） 令和２年 ８月生

１　歳　児１　歳　児
すくすく相談すくすく相談

３１日（月） 令和２年４月生

１歳６か月児１歳６か月児
健 診健 診

１２日（水） 令和元年１０月生

２ 歳 児２ 歳 児
歯科健診歯科健診

２６日（水） 平成３１年３月生

２歳６か月児２歳６か月児
歯科健診歯科健診

２７日（木） 平成３０年９月生

安中市保健センター安中市保健センター
 【受付】午後１時～２時
 【地区】安中・原市・磯部・東横野
　　 　岩野谷・板鼻・秋間・後閑

松井田保健センター松井田保健センター
 【受付】午後１時15分～
        　　   １時 45分
 【地区】松井田・臼井・坂本・
 　　   西横野・九十九・細野

持ち物持ち物

日にち日にち 該 当 児該 当 児 日にち日にち 該 当 児該 当 児

３ 歳 児３ 歳 児
健 診健 診 ６日（木） 平成３０年３月生 １１日（火） 平成 30 年 1・2・３月生

母子手帳、バスタオル、
３歳児健康診査票、当日尿
健康チェック票、子育て支援ノート
健やか親子 21 アンケート

※今後の新型コロナウイルスをめぐる状況の変化によっては、日程を変更する場合があります。その際は個別通知で
　ご案内します。
※幼児健診・1歳児すくすく相談でのフッ素塗布については、新型コロナウイルスの感染防止のため中止する場合が
　あります。
※お子様やご家族（保護者やごきょうだいなど）で２週間以内に３７．５度以上の熱や咳・鼻水・下痢などの症状が　　
　ある場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は別の健診日に変更してください。
※該当する日程・会場以外での受診を希望する場合は、事前にご連絡ください。

松


